
【
石
渡
議
員
】
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
、

現
在
、
補
助
対
象
経
費
の
10

％
で
、
10
万
円
を
限
度
と
し
、

１
住
宅
１
回
で
補
助
さ
れ
て

い
る
。

補
助
の
実
績
、
経

済
効
果
等
を
示
さ
れ
た
い
。

住
民
が
本
町
に
今
後
も
住

み
続
け
て
い
く
た
め
に
、
補

助
率
の
か
さ
上
げ
を
求
め
る
。

【
平
山
町
長
】
令
和
３
年
度

の
実
績
は
、
申
請
件
数
17
件
、

工
事
費
総
額
２
、
４
８
４
万

円
、
補
助
金
合
計
額
１
５
３

万
円
。

本
年
度
は
、
申
請
件
数
27

件
、
補
助
対
象
工
事
費
合
計

４
、
５
５
４
万
円
、
補
助
金

合
計
額
２
４
２
万
円
で
あ
り
、

昨
年
度
の
２
倍
近
く
に
な
っ

て
い
る
。

本
制
度
の
目
的
の
一
つ
で

あ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。

補
助
金
の
上
限
額
に
つ
い

て
は
、
周
辺
自
治
体
の
状
況

も
参
考
に
し
な
が
ら
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
。

【
石
渡
議
員
】
経
済
効
果
が

数
字
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

本
制
度
が
生
涯
に
１
回
し

か
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
補
助
金
の
か
さ
上
げ

が
必
要
と
考
え
る
。

【
空
港
ま
ち
づ
く
り
課
長
】

上
限
額
だ
け
を
あ
げ
て
も
、

予
算
が
終
わ
り
次
第
終
わ
っ

て
し
ま
う
、
国
か
ら
の
補
助

金
も
入
っ
て
い
る
の
で
、
使

い
勝
手
が
よ
く
、
効
率
が
い

い
形
を
探
っ
て
い
き
た
い
、

今
後
、
慎
重
に
検
討
し
て
い

き
た
い
。

【
石
渡
議
員
】
国
保
世
帯
の

子
ど
も
に
係
る
均
等
割
は
、

医
療
分
１
万
８
千
円
、
後
期

高
齢
者
支
援
分
１
万
２
千
円
、

合
計
３
万
円
に
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
が
ひ
と
り
増
え
れ
ば

ゼ
ロ
歳
か
ら
３
万
円
ず
つ
加

算
さ
れ
る
。
国
保
以
外
の
共

済
保
険
や
協
会
健
保
な
ど
に

は
均
等
割
制
度
が
な
い
。

夫
婦
、
子
ど
も
二
人
の
ケ
ー

ス
で
国
保
税
の
方
が
約
16
万

円
か
ら
20
万
円
ほ
ど
負
担
が

重
く
な
る
。

少
子
化
対
策
や
コ
ロ
ナ
禍

の
負
担
軽
減
と
し
て
町
の
考

え
を
伺
い
た
い
。

【
平
山
町
長
】
本
年
４
月
か

ら
全
国
一
律
に
未
就
学
児
の

均
等
割
の
５
割
軽
減
を
実
施

し
て
い
る
。

国
保
税
は
、
相
互
扶
助
で

運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
、
画

一
的
な
基
準
を
設
け
て
減
免

す
る
こ
と
は
、
法
令
違
反
と

は
言
え
な
い
が
、
適
切
で
は

な
い
と
国
か
ら
示
さ
れ
て
い

る
。全

国
知
事
会
、
全
国
市
町

村
会
、
全
国
町
村
議
会
議
長

会
な
ど
、
８
団
体
が
、
子
ど

も
に
係
る
均
等
割
保
険
料
・

税
の
軽
減
制
度
の
拡
充
を
強

く
要
望
し
て
い
る
。
今
後
、

国
の
制
度
改
正
の
動
向
を
注

視
し
て
い
き
た
い
。

【
石
渡
議
員
】
国
民
健
康
保

険
法
第
77
条(

地
方
税
法
７
１

７
条)

に
規
定
さ
れ
て
い
る
減

免
規
定
に
よ
り
、
自
治
体
の

判
断
で
で
き
る
と
い
う
解
釈

で
よ
ろ
し
い
か
伺
う
。

【
税
務
課
長
】
独
自
判
断
に

よ
り
条
例
改
正
を
行
い
、
制

度
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。し

か
し
、
あ
く
ま
で
も
減

免
規
定
を
市
町
村
が
独
自
の

半
高
基
準
に
よ
っ
て
、
法
７

１
７
条
に
適
用
さ
せ
、
そ
の

う
え
で
条
例
改
正
を
踏
ま
え

る
と
い
う
手
順
が
必
要
で
あ

る
。実

際
に
実
施
し
て
い
る
市

町
村
の
状
況
を
み
る
と
、
条

例
改
正
で
減
免
規
定
を
適
用

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
、

規
則
の
み
で
対
応
し
て
い
る

市
町
村
を
確
認
し
て
い
る
。

【
石
渡
議
員
】
少
子
化
対
策

の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
と

い
う
こ
と
を
調
査
、
研
究
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

【
石
渡
議
員
】
介
護
保
険
の

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
方
は
、
障
害
者

手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も

町
が
認
定
す
れ
ば
、
税
制
上

の
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ

る
。
町
の
積
極
的
な
周
知
、

対
応
を
求
め
る
。

【
平
山
町
長
】
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

で
も
、
65
歳
以
上
で
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
町

が
障
害
者
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
認
定
し
た
場
合
、
税
制

上
の
障
害
者
控
除
の
適
用
を

受
け
ら
れ
る
。

町
で
は
、
介
護
保
険
の
認

定
結
果
通
知
に
お
知
ら
せ
を

同
封
し
た
り
、
広
報
へ
の
掲

載
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
へ

の
制
度
説
明
な
ど
、
周
知
し

て
き
た
。
今
後
も
周
知
に
努

め
る
。

【
石
渡
議
員
】
著
し
く
重
い

障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
に

常
時
特
別
な
介
護
が
必
要
な

20
歳
以
上
の
人
に
支
給
さ
れ

る
特
別
障
害
者
手
当
が
あ
る
。

制
度
の
周
知
徹
底
を
求
め
る
。

【
平
山
町
長
】
特
別
障
害
者

手
当
は
、
日
常
生
活
で
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

20
歳
以
上
の
方
に
月
額
２
万

７
千
３
０
０
円
が
支
給
さ
れ

る
。手

当
て
用
の
診
断
書
で
審

査
さ
れ
る
の
で
、
効
果
的
な

周
知
方
法
を
検
討
し
て
い
る
。
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２
０
２
２
年
12
月
、
多
古
町
定
例
議
会
で
、
日
本
共
産
党
の
石
渡
悦
子
議
員
、

菅
沢
ひ
ろ
た
か
議
員
が
行
っ
た
一
般
質
問
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

石渡悦子 議員

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
の

補
助
率
の
引
き
上
げ
を

国
保
税

子
ど
も
の
均
等
割
り
は
廃
止
を

均
等
割
無
料
に

子
ど
も
の

障
害
者
の

税
控
除
認
定
の
周
知
徹
底
を



【
菅
澤
議
員
】
農
業
収
入
保

険
制
度
は
、
自
然
災
害
に
加

え
、
市
場
価
格
の
低
下
、
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
、

け
が
や
病
気
で
の
収
穫
不
能
、

盗
難
被
害
等
経
営
努
力
で
は

避
け
ら
れ
な
い
収
入
の
減
少

を
補
償
す
る
も
の
。

し
か
し
、
保
険
料
の
50
％

が
農
家
負
担
で
あ
り
、
他
の

制
度
が
農
家
負
担
25
％
で
あ

る
こ
と
に
比
較
し
て
、
掛
け

金
が
高
い
の
で
加
入
者
が
少

な
い
。

匝
瑳
市
は
、
保
険
料
掛
け

捨
て
部
分
の
２
分
の
１
、
上

限
15
万
円
の
助
成
を
し
て
い

る
。
本
町
で
も
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

【
平
山
町
長
】
こ
の
保
険
は
、

掛
け
捨
て
保
険
と
積
立
金
の

２
層
構
造
に
な
っ
て
お
り
、

最
大
の
保
証
を
受
け
よ
う
と

し
た
場
合
、
掛
け
金
が
高
く

感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
掛
け
捨
て
の

保
険
料
方
式
や
積
み
立
て
方

式
は
選
択
可
能
で
、
自
分
の

経
営
に
あ
っ
た
組
み
立
て
を

検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

今
後
、
そ
の
効
果
や
町
が

補
助
す
る
意
義
な
ど
、
周
辺

自
治
体
の
事
例
等
を
参
考
に

研
究
し
て
ま
い
り
た
い
。

【
菅
澤
議
員
】
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
導
入
で
、
政
府
は
免

税
事
業
者
が
新
た
に
課
税
事

業
者
に
な
っ
た
場
合
、
３
年

間
の
時
限
措
置
と
し
て
消
費

税
納
税
額
を
売
上
税
額
の
２

割
に
軽
減
す
る
と
い
う
予
定

案
を
示
し
た
。
あ
く
ま
で
３

年
間
の
時
限
措
置
で
あ
る
。

こ
の
対
象
者
に
は
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
働
く

事
業
者
も
含
ま
れ
る
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

事
業
は
、
国
が
始
め
た
事
業

で
あ
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
適
用
除
外
と
す
る
べ
き
で

あ
る
。

町
と
し
て
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
で
働
く
事
業
者

は
、
免
税
事
業
者
の
ま
ま
働

け
る
よ
う
に
支
援
し
、
消
費

税
の
負
担
は
か
け
る
べ
き
で

は
な
い
と
思
う
が
、
町
の
方

針
を
示
さ
れ
た
い
。

【
平
山
町
長
】
消
費
税
に
係

る
時
限
措
置
の
政
府
・
与
党

に
よ
る
検
討
に
つ
い
て
は
、

マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
、
国
か
ら

の
正
式
の
通
知
は
な
く
、
制

度
内
容
な
ど
確
定
事
項
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
対
応
は

答
弁
を
差
し
控
え
る
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
は
、
必
要
な
支
援

を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
。

【
菅
澤
議
員
】
多
古
町
土
地

の
埋
立
て
等
及
び
土
砂
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
改
正
は
、

こ
の
12
月
議
会
に
改
正
案
が

上
程
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、
遅
れ
て
い
る
。
進
捗
状

況
を
伺
う
。

さ
ら
に
、
埋
め
立
て
地
域

内
の
赤
道
、
青
道
の
対
処
は

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

ま
た
、
国
の
盛
土
規
制
法

が
制
定
さ
れ
た
が
、
規
制
区

域
の
指
定
は
、
都
道
府
県
知

事
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
当

町
は
危
険
個
所
が
あ
る
が
、

県
と
の
交
渉
状
況
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。

【
平
山
町
長
】
多
古
町
土
地

の
埋
立
て
等
及
び
土
砂
等
の

規
制
条
例
の
一
部
改
正
は
、

庁
内
の
審
査
が
終
了
し
、
検

察
庁
に
協
議
を
依
頼
し
、
そ

の
後
の
や
り
と
り
で
、
改
正

案
の
確
認
を
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
年
内
の
公
布
は
で

き
な
い
が
、
協
議
終
了
後
速

や
か
に
年
度
内
の
公
布
を
目

指
し
て
い
る
。

埋
め
立
て
地
の
赤
道
、
青

道
は
、
機
能
維
持
の
必
要
性

が
な
く
、
一
体
的
利
用
の
計

画
の
場
合
、
用
途
廃
止
を
検

討
し
て
い
る
。
今
後
も
申
請

が
出
た
場
合
、
町
が
一
丸
と

な
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い

く
。国

の
盛
土
規
制
法
に
対
す

る
指
定
区
域
制
定
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

千
葉
県
は
、
現
在
、
詳
細

な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
検
討
中

と
聞
い
て
い
る
。

今
後
、
県
の
動
向
の
情
報

収
集
に
努
め
る
。

【
菅
澤
議
員
】
高
津
原
地
先

の
農
地
一
時
転
用
違
反
の
経

緯
を
示
さ
れ
た
い
。

【
平
山
町
長
】
多
古
町
農
業

委
員
会
、
生
活
環
境
課
、
千

葉
県
、
香
取
農
業
事
務
所
が

合
同
で
現
地
で
事
情
聴
取
し
、

砕
石
を
撤
去
す
る
よ
う
指
導

し
た
。
そ
の
後
砕
石
は
撤
去

さ
れ
、
違
反
転
用
状
態
は
解

消
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
、
許
可
申
請
に
必

要
な
計
画
立
案
、
関
係
機
関

と
協
議
を
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

【
菅
澤
議
員
】
染
井
地
先
、

本
三
倉
地
先
、
井
戸
山
地
先

の
違
法
埋
立
て
の
対
処
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

【
平
山
町
長
】
染
井
地
先
は
、

町
の
指
導
・
命
令
は
終
わ
り
、

適
正
な
土
砂
の
撤
去
計
画
、

実
現
性
を
確
認
し
て
、
実
施

さ
せ
て
い
く
。

本
三
倉
地
先
は
、
事
業
主

と
土
地
所
有
者
と
の
合
意
が

さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
必
要

な
指
導
を
継
続
し
て
い
く
。

井
戸
山
地
区
は
、
本
年
７

月
か
ら
撤
去
作
業
を
実
施
し

て
い
る
の
で
、
引
き
続
き
現

場
を
注
視
し
て
い
く
。

【
菅
澤
議
員
】
南
玉
造
地
先

埋
立
て
崩
落
現
場
の
修
復
策

の
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。

【
平
山
町
長
】
７
月
に
業
者

と
契
約
し
、
盛
土
崩
落
防
止

の
対
策
工
事
設
計
を
行
っ
て

い
る
。
来
年
度
以
降
に
対
策

工
事
を
実
施
し
て
い
く
。
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菅沢ひろたか 議員

農
業
収
入
保
険
へ
の

掛
け
金
助
成
を

無料法律相談会(予定)

２月４日(土) 下総センター

３月11日(土)多古ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

４月15日(土) 成田美郷台区民館

５月13日(土) 佐原中央公民館

６月17(土) 小見川いぶき館

相
談
は
14
時
～

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
中
止
す
べ
き

盛
土
等
の
規
制
の
徹
底
を


